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令和９年度地域医療介護総合確保基金を活用する介護施設等の整備に係る所要額等について（照会）

貴市町村における令和９年度の基金等の活用が見込まれる補助対象施設を把握するため、次の期限までに別添様式により回答してください。広域型の特別養護老人ホーム等、老人福祉施設整備事業についても本県の補助対象となり得る施設を把握するため、併せて回答してください。
いずれも、貴市町村の第10期介護保険事業計画で位置付け予定であり、整備又は開設する見込みが高い事業を回答してください。
なお、本県の予算編成上、本照会への回答後の金額の増額や対象施設の追加は困難であるため、補助対象施設に漏れがないよう、適切な把握に御協力ください。

１　提出書類
≪全市町村提出≫（該当がない場合もその旨ご返信ください。）
・　【市町村名】R9基金所要額見込（様式１～６）
・　【市町村名】R9老人福祉施設整備事業（様式７）※政令市・中核市を除く
　
２　提出期限
令和８年６月８日（月）

３　提出方法
　次のアドレスに電子メールで回答してください。
　fshisetsu.508@pref.kanagawa.lg.jp

４　留意事項
＜様式１～６について＞
(1)　第10期の市町村介護保険事業計画で令和９年度の整備や開設が位置付けられることが想定される施設で、標記基金の補助対象となり得る場合には、整備等が想定される施設の最大数を回答してください。
※　本調査の回答数値が令和９年度予算の最大値となりますので、対象施設の把握に当たっては、遺漏のないようご対応ください。
(2)　来年度貴市町村内で整備又は開設が予定されている定員30名以上の広域型施設も調査対象となります。地域密着型サービス等から広域型施設への転換事業については、神奈川県にて補助を行いますが、照会対象が地域密着型施設であることから、貴市町村にて照会・とりまとめいただくようお願いいたします。

(3)　次回照会（７月下旬～８月上旬を予定）では、貴市町村における令和９年度の正確な整備見込量を確認しますので、ご留意ください。

(4)　地域医療介護総合確保基金管理運営要領（以下「国要領」とします。）の改正が別添資料のとおり国から通知されており、対象事業の改正や配分基礎単価の引き上げ等が行われています。本調査での所要額算出のための積算基礎（補助単価）は、調査票記載のとおり、令和８年度国改正通知の単価としていますが、国・県の予算編成状況で変更となることもありますのでご承知おきください。

(5)　国要領に記載のあるメニューのうち、神奈川県地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱に記載のないメニューについても調査対象としております。希望がある場合は、国要領を参照の上回答してください。
	・（様式１－３）災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業の補助対象施設等について
・（様式１－５）公有地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業
・（様式１－６）都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業
・（様式１－７）中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業



(6)　災害イエローゾーンにおける介護施設等の新規整備は、一定の条件を満たす場合を除き原則として介護施設等の整備に関する事業の補助対象とされませんので、この点もあわせてご承知おきください。

＜様式７について＞　※本様式は政令市・中核市は回答不要です。
(7)　来年度貴市町村内で整備又は開設が予定されている定員30名以上の広域型施設が調査対象となりますので、整備等が想定される施設の最大数を様式７で回答してください。


問合せ先
福祉施設グループ　安藤、上田、大桑、吉田
電　話　(045)210-1111　内線4853、4854、4845
メール　fshisetsu.508@pref.kanagawa.lg.jp
